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【研究成果の概要】  （文字の大きさ 9 ポイント・字数 800 字～ 1600 字程度）  

  
本研究では、教育法学におけるパラダイムシフトを 前提に、主とし て日独の比較の上で検討

した。  

 

（１）  グローバル化の中の国家と教育の関係の変容  

（２）  教育公務員の人権の再検証  

（３）  宗教・道徳教育と憲法の緊張関係  

（４）  最新教育判例の検討  

 

まず（１）について、 主としてバカロレアなどの グローバルスタンダードが国家の主権、教

育権限などと、どのような関係に あり、また調整が求められるのかについて改めて検証した。

もっとも当該問題領域についての原理的な考察を行うにとどまった。 付随して、斎藤が グロー

バルスタンダードとしての 子ども権利条約の 20 年の成果と課題について、国内の法律や裁判へ

の影響を研究したものを季刊教育法で発表した。  

（２）について、 ドイツにおける公務員法制をベースに教育公務員の 人権制約の正当化に関

する再検証に取り組んだ。この点については 、とりわけ安原が、憲法理論研究会の報告 で、公

務員ないしは教育公務員に特有の人権制約を 、公務員制度の存在や国家との関係から 正当化す

るのではなく、担う職務との関係で正当化 するべき旨の規範的提言を 行なった。  

（３）について、「道徳」の「特別の教科」への格上げが予定されているが、「道徳の教科化」

は、憲法で保障する各種自由との間でどのような緊張関係を生じさせるか の分析に取り組んだ。

とりわけ、 公教育の各制度（教科書検定制度、成績評価、免許制度など）を これまで成り立た

せていた論理を再確認し、「道徳の教科化」は公教育制度や子どもたちの精神的自由に どのよう

な影響を引き起こすか 考察した。この点については、とりわけ安原が、日本教育法学会の特別

研究会で報告を行ない、教育行政の研究者や弁護士 等と意見交換をし、重要な争点を確認して

いる。また斎藤が法学教室において、戦後 70 年を振り返り、宗教・憲法・教育との関係を整理

した。  

（４）について、 日本の最新教育判例について、総合的な検討を行った。その成果について

は、斎藤一久『重要教育判例集』（東京学芸大学出版会）の改訂の際に公表したいと考えている。 

本研究では、予算の関係で、文献研究にとどまった。本研究遂行後は、科研費などへの申請

を行い、ドイツの教育法研究者との意見交換を行うなど 、日独の教育法学界ネットワークをよ

り強化することを目指したい。  
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○斎藤一久「戦後 70 年を考える  政教分離」法学教室 416 号（ 2015 年刊行予定）  

○同「子どもの権利条約 20 年の成果と課題」季刊教育法 183 号 49-54 頁（ 2014 年）  

 

○安原陽平「市民・公務員・教育公務員  ―ドイツ基本法 33 条 5 項「職業官吏制度の伝統的諸

原則」に関する議論を参考に― 」憲法理論研究会 3 月月例会報告（ 2015 年 3 月 28 日）  

 この報告に関する論稿は、 憲理研叢書第 23 号（ 2015 年 10 月公刊予定）に掲載予定。  

○同「道徳教育の教科化に関する考察」日本教育法学会新教育基本法法制特別研究委員会 報告

（ 2014 年 12 月 23 日）  

 この報告をベースに、日本教育法学会第 45 回定期総会公開シンポジウム（ 2015 年 5 月 31 日）

で「道徳教科化の教育法的問題点」の報告を予定。この報告に関する論稿は、学会年報 45 号（ 2016

年 3 月公刊予定）に掲載予定。  

 また、 2015 年 6 月公刊の季刊教育法 185 号に「道徳教育の分析」という論稿 も執筆予定。  

 
 


